
 

  

 

 

 

 

 

 

 昨日で今年度の授業参観・懇談会が終了しました。ご多用の中多くの保護者の皆様に

ご参加いただきました。ありがとうございました。今年度は、様々な行事でも人数制限

などを設けずに保護者の皆様や地域の方々に女の都小学校の教育活動を見ていただく機

会をもちました。特に保護者の皆様に見ていただいた時には、子どもたちの意欲がアッ

プしたようです。 

校長講話  

 今日は、全校集会でした。行事等のため３月に実施できないので、２月２回目となります。年度の節目を目前

に控え、「継続」の大切さについて話しました。話の内容は以下の通りです。（要約） 

 

今日の校長先生の話は「継続は力なり」についてです。この言葉、実は校長先生が小学校の卒業の時に、当時

の担任の先生からいただいた言葉です。継続とは、前から行っていることをそのまま続けることという意味です。

「継続は力なり」は、「何事も続けることで成果が得られるものだ」という意味の言葉です。しかし、三日坊主と

いう言葉があるように、どんな小さなことであっても続けるということは、簡単なことではありません。何かを

頑張ろうとしたけど、長続きしなかったという経験は多くの人にあるのではないでしょうか。その理由はいろい

ろあるでしょう。「失敗したからあきらめた」「思ったような結果にならなかったから、興味がなくなった」「次や

ろうと思っているうちにしなくなった」などなど。 

 では、継続するにはどうすればいいのでしょうか。そのこつをいくつか紹介します。 

１ 少しの努力で達成できそうな小さな目標をいくつか作る。 

２ 完璧にしなければいけないと思わない。 

３ 取組に楽しさを見つける。 

４ 同じ取組をする仲間を作る。 

などです。他にも自分に合った工夫を見つけることができるといいですね。あと１か月で進級・進学する皆さん

一人一人が、それそれに応じた成長ができることを願って、「継続は力なり」の話をしました。 

最後に、継続は力なりを実践した有名人の言葉を紹介します。 

野球のイチロー選手：「自分のできることをとことんやってきたという意識があるかないか。それを実践してき 

た自分がいること、継続できたこと、そこに誇りを持つべき。」 

将棋の羽生善治さん：「私は才能は一瞬のきらめきだと思っていた。しかし今は、１０年とか２０年、３０年を同 

じ姿勢で、同じ情熱を傾けられることが才能だと思っている。」 

Chromebook の活用④ 

 家庭で Chromebook を使って学習しているお子様から「印刷できる？」と相談されたことはないでしょうか。

長崎市の Chromebook 使用のマニュアルでは、「保護者の責任において、Chromebook を家庭のプリンタ（対応

機種）に追加・印刷することは可能」となっています。設定方法はプリンタの取扱説明書でご確認ください。 
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〇 令和６年３月の主な行事予定 

 ３月 ５日（火）６年生を送る会 

    ７日（木）集団下校 

   １２日（火）縦割り活動 

   １３日（水）卒業式予行練習 

         １～４年生：給食後１３：４０下校 

         ５・６年生：１４：４０分下校 

   １４日（木）全校１３：４０下校 

   １５日（金）卒業式会場設営 

         １・２・６年生：１３：２０下校 

         ３～５年生：通常通り１５：２５下校 

   １７日（日）家庭の日 

   １８日（月）第４８回卒業証書授与式（５・６年生参加） 

   １９日（火）全校１３：４０下校 

   ２０日（水）春分の日 

   ２１日（木）給食最終日 

         全校１３：４０下校 

   ２２日（金）修了式・離任式 

   ※ ２月１４日（木）西浦上中学校卒業式 

   ※ 令和６年度第１学期始業式：４月８日（月） 

   ※ 令和６年度入学式：４月１０日（水） 

 

表 彰 

２月２７日（火）の全校集会で、第３７回小中連合美術展出品者の紹介と第６９回子ども県展入賞者、人権ポ

スター入選者の表彰を行いました。 

〇子ども県展の入賞者を紹介します。 

絵画の部（入選） １年 〇〇 〇〇〇さん 

         ４年 〇〇 〇〇さん、〇〇 〇〇さん 

         ６年 〇〇 〇〇さん、〇〇 〇さん 

版画の部（特選） ６年 〇〇 〇〇さん 

    （入選） １年 ○〇 〇〇さん、〇〇 〇〇さん、〇 〇〇さん 

         ２年 〇〇 〇〇さん 

         ４年 〇〇 〇〇さん 

         ５年 〇〇 〇〇さん、〇〇 〇〇さん 

         ６年 〇〇 〇〇さん、〇〇 〇さん、〇〇 〇〇〇さん  

〇人権ポスター入選 １年 〇〇〇 〇〇さん 

          ２年 ○〇 〇〇〇さん 

 


